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財政部は、企業の営利事業所得税申告における欠

損控除適用要件の一つ、「期限内申告」を緩和する

解釈通達を公布しました。営利事業者の期限後申

告においても、滞納金の賦課要件に達しない場合

（即ち納税延滞が2日以内）には、期限内に申告し

たものとみなし、繰越欠損控除をすることができるこ

とになりました。

財政部2024年11月1日付台財税字第11304553700

号解釈通達「営利事業者の期限後申告の情状が軽

微な場合の繰越欠損控除の適用規定」は以下の通

りです。

一、 所得税法第71条第1項、第75条第1項と第2項

及び第76条第1項の規定により、営利事業者

が毎年の所得税確定申告期限までに（解散、

廃業、合併又は譲渡の事情がある場合は当期

確定申告又は清算申告期限までに）、規定に

基づき関連する所得税納税額を計算し、申告

前に自ら納税し、納税書の控えを添付して期

限内に所得税を申告しなければならない。営

利事業者が青色申告書を使用している場合、

又は会計士の監査を受ける場合でも、上記の

各規定に基づき法定申告期間内に納付税額

の納付及び所得税申告を行わなければ、所得

税法第39条第1項但書（繰越欠損控除）の「期

限内申告」の要件を満たさない。

二、 営利事業者が期限超過後に申告・納税した場

合でも、税金徴収法第20条第1項に規定する

滞納金の賦課要件に達しない場合には、情状

が軽微であるため「期限内申告」とみなし、「青

色申告書を使用している、又は会計士の監査

を受けた」の要件を満たせば、所得税法第39

条第1項但書規定による繰越欠損控除をする

ことができる。

三、 本通達の公布時において、まだ査定が確定し

ていない案件は本通達の規定を適用すること

ができる。

KPMGの見解

営利事業者の管轄税務機関の査定を受けた前10

年以内の各期の欠損を、本年度の純益額の中から

控除するためには、所得税法第39条の規定により

以下の要件を満たす必要があります。

(一)会社組織の営利事業者であること

(二)会計帳簿証憑が完備していること

(三)欠損及び控除申告のすべて年度で青色申告書

を使用、又は会計士の監査を受けている

(四)期限内申告

所得税法第39条における営利事業者の
繰越欠損控除の適用要件の緩和について

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340003
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340001
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/aa/a01/a01039.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbcomm/mok/kk/k01a/k01001.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/aa/a01/a01011.htm#%E7%87%9F%E5%88%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/aa/a01/a01077.htm
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上記の「期限内申告」に申告期限内の税金納付を

含むか否かについて、税務機関は実務上、所得税

法第71条第1項の規定を参照し、確定申告行為と

納税行為を別々に見るのではなく、納税者の期限

内の納税も含むと認定していました。

本通達では「期限内申告」に期限内の納税を含むこ

とを明文化しました。さらに、営利事業者に納税延

滞があるものの、滞納金の賦課要件に達していな

い場合は情状が軽微であるとして「期限内申告」と

みなし、「青色申告書を使用、又は会計士監査を受

けた」の要件を満たす場合、所得税法第39条第1項

但書規定による繰越欠損控除ができるとしていま

す。

滞納金の賦課要件では、納付期限を3日超えるごと

に1%の滞納金を追加徴収されます。12月決算の企

業を例とすると、5/31が休日ではない場合、5/31の

その日が納付期限となります。6/3より前に納税す

れば滞納金は追加徴収されず、繰越欠損控除の規

定が適用できる可能性もあります。

また、当該解釈通達は納税義務者に有利なもので

あるため、税金徴収法第1条の1の規定により、まだ

査定が確定していない案件にも適用することができ

ます。
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